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実務修習を受講してみて

	 特集《弁理士会の新しい取組み》	

実務修習を受講してみて

会員　野崎　俊剛

1．はじめに
　平成 20年度の弁理士試験合格者から，弁理士登録
するための条件として登録前の実務修習が必須の条件
となり，私はその第 1期生となりました。
　本来，弁理士試験合格者は，登録後，即実務に対応
できる力を備えているべきであります。しかし，最近，
弁理士試験の合格者が増加しているものの即戦力とし
て実務を行える者が不足している，との声を聞くこと
があります。また，私自身，特許事務所での実務経験
は 2年ほどしかなく，単独で充分に実務をこなすこと
ができるとは，まだまだ言えません。
　そこで，登録前の段階において実務的な技術や思考
を学び，弁理士として活動するための最低限の能力を
身に付けるべく実施された実務修習は，大変役に立つ
研修として受講することができました。

2．日程
　平成 20年 11月 5日 合格発表

　　　　　↓
　平成 20年 11月 28日 実務修習受付締切
　　　　　↓
　平成 20年 12月 11日 e-ラーニング受講開始
　　　　　↓
　平成 20年 12月 18日 開講式（東京会場）
　　　　　↓
　平成 21年 1月 16日 集合研修開始
　　　　↓
　平成 21年 2月 27日 集合研修最終回
　　　　↓
　平成 21年 2月 28日 e-ラーニング受講期限
　　　　↓
　平成 21年 3月 24日 修了式（東京会場）

※ 1） 実務修習の実施期間は平成 20年 12月 11日～
平成 21年 3月 31日であり，3月は e-ラーニン
グ再視聴や課題に対する起案再提出の期間でし
た。

※ 2） 日本弁理士会が唯一の指定修習機関であり，本
年度は上記に示した期間のみの実施でした。

3．コース分け
　集合研修は，受講日や時間帯を変えてコース分けさ
れました。東京と大阪では，金曜コース（金曜の昼間），
土曜コース（土曜の昼間），夜間コース（木・金の夜間），
集中コース（連続 5日間の昼間）が設けられ，名古屋
では，土曜コースが設けられました。
　私は東京の弁理士会館で実施された東京・夜間コー
ス（木・金）を受講しました。複数のコースが設けら
れたので，勤務しながらでも日程調整を行うことがで
きました。
　また，専門分野は，機械，電気，化学から選択する
形式で，現在の実務に直結する機械分野を選ぶことが
できたので，大変有意義でした。
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　なお，e-ラーニングは，専門分野に分けることなく
全分野に共通です。期間内であれば自分のパソコンで
いつでも受講可能であり，日程調整する上で大変助か
りました。

4．研修項目の概要
（1）e- ラーニング

　予め配布されたテキスト教材を使用しつつ，パソコ
ン画面上で講義を視聴する形式です。
　受講項目は，①弁理士法及び弁理士の職業倫理，②
特許及び実用新案に関する理論及び実務，③意匠に関
する理論及び実務，④商標に関する理論及び実務，⑤
工業所有権に関する条約その他の弁理士の業務に関す
る理論及び実務です。

（2）集合研修

　事前に課題に対する起案を提出し，集合研修の場で，
提出された起案に対する講評を行い，課題に対する考
え方をディスカッションしました。講師が研修生に意
見を求める形式，数人単位のグループに分かれてディ
スカッションした後にグループ毎に発表する形式等を
とりました。
　受講項目は，特許・実用新案が，①クレームの作成・
解釈，②明細書のあり方・演習（機械），③審査対応・
演習，意匠が，④出願手続・演習，⑤審査対応・演習
（類否判断），商標が，⑥出願手続・演習，⑦審査対応・
演習（類否判断）でした。

5．研修項目の詳細
　研修項目の全てについて紹介すると内容が大変多く
なるので，ここでは，集合研修の一部についての内容
を述べます。特許・実用新案では「クレームの作成・
解釈」，意匠では「出願手続・演習」，商標では「出願
手続・演習」についての研修内容を簡単に紹介します。
　なお，e-ラーニングについては，平成 19年度以前
の弁理士試験合格者が受けていた研修と同等の内容と
聞いております。

（1）特許・実用新案－クレームの作成・解釈

①内容
　課題 1は「ホルダ付きカップ」，課題 2は「スポー
ツ応援用メガホン兼用扇子」です。
　まず，クレームを作成するための手順等の講義を受

け，次にチームディスカッションを行い発表する形と
なりました。
　講義では，クレーム作成の手順として，①従来技術
の要素をピックアップ，②本発明の要素との比較，③
代替要素の検討，④必須要素の検討，⑤発明の効果，
⑥上位概念の検討，等を行うことを学びました。
　グループディスカッションでは，5・6人のチーム
に分けられ，各グループで，リーダー，書記，発表者
を決め，グループ毎に講義を踏まえたディスカッショ
ンを行いました。
　最後に，クレームを作成するまでの考え方（要素検
討）及びクレームを模造紙に書き，全体の前で発表し，
講師からの講評を受けました。
②感想
　普段の実務におけるクレーム作成手順とは異なる手
順でクレーム作成を学べたことは，大変価値がありま
した。クレーム作成における考え方の幅が広がりまし
た。実務では，案件毎に内容が異なり，共通の文言で
は対応できない場合が多いのですが，クレームを作成
するに至るまでの考え方は案件が異なっても共通する
部分があると思うので，この考え方を定着させ安定し
てクレームが書けるよう努力したいと考えます。
　また，チーム内でのディスカッションでは，他のメ
ンバーの発想の豊かさ，着眼の的確さ等がとてもすば
らしく，かなり刺激を受けました。

（2）意匠－出願手続・演習

①内容
　課題 1は「灰皿」の全体意匠についての願書及び図
面の作成，課題 2は「灰皿」の部分意匠又は関連意匠
についての願書及び図面の作成です。
　講義及びグループディスカッションを行いました。
講義では，意匠を特定するために，6面図のうちどの
方向の図面が必要か，他に斜視図は必要か，等の図面
の検討方法等について学びました。
　グループディスカッションでは，意匠を特定するた
めに必要最小限の図面を検討し，いくつかのグループ
が，必要最小限の図面及びそれらの図面が必要になっ
た理由等を発表しました。
②感想
　私は意匠の実務を行っていませんので，実際に願書
を書き，図面を検討する機会を持てたことは，大変貴
重な経験となりました。他の実務修習生の方々も実務
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で扱っていない限り，意匠の願書，図面を作成する機
会はないと思われますので，研修でこのような機会を
持てたことは他の修習生の方々にも良かったのではな
いかと思います。また，将来，意匠に関わる機会があっ
た場合に，この経験がとても役に立つとは間違いあり
ません。

（3）商標－出願手続・演習

①内容
　課題は，設問 1がクライアントに対する商標調査報
告書の作成，課題 2が商標登録出願の願書作成，課題
3がマドリッドプロトコル経由での願書作成，課題 4

が書換登録申請の書類作成です。
　講義では，それぞれの書類作成について，説明があ
りました。
　特に，商標調査報告書や願書を作成する前段階で
の，調査方法についての説明を詳細にしていだだきま
した。
②感想
　私は商標の実務を行っていませんので，実際に商標
登録出願の願書等を作成，検討する機会を持てたこと
は，意匠の研修と同様に，大変貴重な経験となりまし
た。
　特に，商品の同一・類似関係において類似群を考慮
して検討すること，商標の類似関係において音韻表等
も考慮して検討すること等，検討事項が多いことは，

商標の調査がいかに手間のかかる大変な業務かを垣間
見る思いがしました。

6．おわりに
　実務修習を受ける前においては，「弁理士試験がやっ
と終わったのに，まだやるのか。」という思いでした。
しかし，実務修習を受講してみると，実務に役に立つ
内容ばかりでした。e-ラーニングで職業倫理や実務に
必要な知識を学び，集合研修で実務における考え方に
触れられたことは，実務経験がない者や実務経験の浅
い者にとって，とても意味のある研修でした。実務に
おいて，法律，施行規則，裁判例を知っていることは
もちろん重要ですが，今回の実務修習では，クライア
ントの利益を考慮して書類を作成する意識を学べたよ
うに思います。
　今後は実務修習で学んだことを生かし，クライアン
トの利益につながる顧客満足度の向上を目指した実務
を行うと共に，特許庁の審査負担の軽減につながる書
類作成ができるようにがんばっていきたいと思いま
す。
　最後になりますが，経験豊富な講師の方々に講義を
していただき，大変有益な研修となりました。このよ
うな研修を行ってくださった講師の方々にこの場をか
りて御礼を申し上げます。
 （原稿受領 2009.	4.	24）


